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社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について(依頼) 

 

 

これまでも、高齢者の日常生活に欠かせないサービスとして、事業継続にご理解ご協力い

ただき、厚くお礼申し上げます。 

政府の緊急事態宣言に関し、昨日、本市を含む兵庫県については緊急事態措置を実施すべ

き区域から除外され、本日（令和２年５月 22 日）、新型コロナウイルス感染症対策における

神戸市の対応方針-第８弾-を発表しました。 

新型コロナウイルス感染症については、今後、再度の感染拡大に備えた息の⾧い、持続的

な対策が必要であり、基本的な感染対策の継続など新しい生活様式の定着を図りながら、サ

ービスの提供を続けていくことが求められています。本市としましても、給付金や衛生材料

の確保、マニュアルの策定など、皆さまとともに取り組みを続けてまいります。 

つきましては、貴事業所におかれましても、利用者及び職員の健康管理に十分注視いただ 

き、感染拡大防止対策の徹底等に引き続き取り組むとともに、本市方針の趣旨にご理解・ご

協力をお願いします。 

 

記 

 

（１）神戸市方針 第８弾 （一部抜粋） 

 

５．社会福祉施設等の利用 

 高齢者・障害者施設等については、複数の通所系サービスを利用されている高齢者・障害者に

対し、家族の介護の状況も考慮しつつ、利用先を１か所に限るよう呼びかけを行うなど、引き続

き、感染防止のための取り組みの徹底を依頼する。 

 

（２）介護保険事業に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等の徹底について 

 本市で作成しているマニュアルについて再確認をお願いします。 

（神戸ケアネット内【5 月 13 日付神戸市からの通知文】参照） 

ア．感染防止に向けた取組 

   事業所職員について、引き続き各自出勤前に体温を計測した状況を確認するとともに、発

熱や呼吸器症状が認められる場合には、出勤を行わないことを徹底するなど、日々の職員の

状態の把握に努める など 

イ．新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組 

利用者や職員で、感染者が発生した場合、すみやかに神戸市保健所（各区保健センター）と

あわせて福祉局監査指導部（指定権者）にも報告する  

  感染経路の把握、濃厚接触者の特定など、保健所の調査が迅速かつスムーズに行えるよう、

日々の利用者や職員の状態を把握し、可能な限り記録をとる など 

 

 

 



（３）新型コロナウイルス感染症対策福祉サービス事業所給付事業について(ご案内) 

 本日付けで、別途福祉サービス事業所給付事業について案内を発出しておりますのでご確認く

ださい。（本年 4 月にサービス利用している事業者毎に 20 万円支給） 

 

（４）新型コロナウイルス感染症対応における社会福祉施設等の介護職員等の確保支援事業 

感染者の発生等に伴って職員が不足する場合、応援職員を派遣した協力事業所及び、代替サー

ビスの調整を行う居宅介護支援事業所に対して応援職員の人件費を助成します。 

（令和２年５月 15 日～） 

 

（５）介護者が新型コロナウイルスに感染した高齢者・障害者のための一時受け入れ施設の設置 

 介護者が新型コロナウイルス感染症のため入院し、在宅での生活が困難になった、市内に在住

する高齢者・障害者の受入れ施設を設置いたしました。 

「保養センター ひよどり」（神戸市北区「しあわせの村」内）（令和２年５月 21 日～） 

 

（６）厚生労働省からの通知 

・高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について【令和２年５月 15日 介護保険最

新情報 vol.834】 

 

＜参考＞ 

○新型コロナウイルスについて（神戸市ホームページ） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html 

 

○「神戸市ケアネット＞13.その他お役立ち情報（主に事業者の方向け）＞国等からの通知文及

び介護保険最新情報」 

https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/tsuchi/index.html 

 

 

福祉局高齢福祉課 TEL：322-5219 

FAX：322-6046 

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/tsuchi/index.html


記者資料提供（令和 2年 5月 15日） 

 

 

神戸市福祉局高齢福祉課      

神戸市福祉局障害者支援課  

  

新型コロナウイルス感染者発生時における高齢者・障害者の支援強化 

～ 社会福祉施設等の介護職員等の確保支援事業を実施します ～ 

 

 新型コロナウイルス感染者発生時における、施設及び在宅の高齢者・障害者への支援を

強化するため、「社会福祉施設等の介護職員等の確保支援事業」を実施します。 

 

（社会福祉施設等の介護職員等の確保支援事業） 

社会福祉施設等で新型コロナウイルス感染者が発生し、多数の職員が濃厚接触者とな

るなど事業継続が困難になる施設・事業所に、応援職員を派遣していただける社会福祉

施設等協力事業所に対し、人件費相当分について市独自の助成を行うことにより、利用

者への継続したサービスの提供を支援します。 

 

（1）対象事業所 

  ①在宅（訪問サービス）への支援 

・通所サービス事業所等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合において、濃厚

接触者として通所サービスが利用できなくなった方に対する代替サービス（訪問サ

ービス）の提供に協力する事業所等 

・上記代替サービスの調整を行う居宅介護支援事業所、相談支援事業所 

②入所施設への支援 

・入所施設等で多くの新型コロナウイルス感染者が発生し職員が不足する場合にお 

いて、当該施設等の利用者（濃厚接触者を含む。）にサービスを提供するための職

員派遣に協力する事業所等 

 

 （2）助成額及び対象経費 

上記①②の協力事業所に対して、応援職員の人件費相当を助成  

・1時間 1,250円 

・1日 8時間を上限（10,000円/1日） 

上記①代替サービスの調整を行った居宅介護支援事業所・相談支援事業所に対して、

調整に係る経費相当を助成 

・1件 1,250円 

 

（3）実施期間 

   令和 2年 5月 15日～令和 3年 3月 31日 （状況に応じて延長を検討） 

 



 

記者資料提供（令和 2年 5月 20日） 

神戸市福祉局障害者支援課  

神戸市福祉局高齢福祉課   

  

介護者が新型コロナウイルスに感染した高齢者・障害者のための一時受け

入れ施設を設置しました 

 

 在宅の高齢者・障害者の家族等が新型コロナウイルス感染により入院したとき、介護者

のいなくなった高齢者・障害者が、自宅等への訪問介護サービス等の利用のみで生活を続

けることが難しい場合があります。 

単身での生活も一般の短期入所施設等の利用も困難である高齢者・障害者に対し、神戸

市独自の支援策として、一時的な受け入れ施設を設置し、生活の支援を行います。 

 

１ 対象者 

介護者が新型コロナウイルス感染症のため入院し、在宅での生活が困難になった、市

内に在住する高齢者・障害者 

  ※家族等の意向や状況などについて確認の上、利用を決定します。 

 

２ 設置日 

  令和 2年 5月 21日 

    

３ 受け入れ施設 

   「保養センター ひよどり」（神戸市北区「しあわせの村」内） 

   ※現在、一般利用は休止中です。 

 

４ 受け入れ可能人数 

   最大 10人 

 

５ 受け入れ体制 

  一時的な受入時は、介護職員や看護師等が 24時間体制で生活支援を行います。 

「保養センター ひよどり」外観 


